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大深沢橋（宮城県）
表紙イラスト　永吉 秀司

鳴子温泉と中山平温泉の間に位置す
る鳴子峡に架かる大深沢橋。
10月中旬から11月上旬には深さ100
ｍの大峡谷が紅葉に染まります。
断崖絶壁に根をはるブナ、カエデな
どの紅葉と常緑樹の織りなすコント
ラストがみごとです。
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される専門機関として、
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資
格
関
係
誤
り
レ
セ
プ
ト
の

発
生
防
止
に
向
け
て

令和
元年度

資
格
関
係
誤
り
レ
セ
プ
ト
と
は

　
資
格
関
係
誤
り
レ
セ
プ
ト
と
は
、
保
険
者
等

に
お
い
て
、
被
保
険
者
お
よ
び
被
扶
養
者
の
受

給
資
格
を
確
認
し
た
結
果
、
該
当
者
が
見
当
た

ら
な
い
な
ど
、
レ
セ
プ
ト
に
記
載
さ
れ
た
資
格

関
係
の
情
報
に
誤
り
の
あ
る
レ
セ
プ
ト
を
い
い

ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
誤
り
は
、
保
険
者
等
に
お
け
る
点

検
に
よ
っ
て
判
明
し
、
支
払
基
金
を
通
じ
て
保

険
医
療
機
関
等
へ
返
戻
さ
れ
ま
す
。

　
資
格
関
係
誤
り
レ
セ
プ
ト
の
発
生
は
、
関
係

者
に
お
け
る
事
務
処
理
が
煩
雑
と
な
る
ほ
か
、

保
険
医
療
機
関
等
へ
の
支
払
が
遅
延
す
る
な
ど
、

す
べ
て
の
関
係
者
に
と
っ
て
負
担
と
な
り
ま
す
。

年
度
別
の
推
移
に
つ
い
て（
図
１
）

　
こ
こ
10
年
間
の
保
険
者
等
か
ら
の
申
出
に
よ

る
再
審
査
資
格
関
係
誤
り
レ
セ
プ
ト
の
発
生
状

況
は
、
全
体
を
通
し
て
減
少
傾
向
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
減
少
し
た
大
き
な
要
因
と
し
て
、
支
払
基
金

で
は
平
成
23
年
10
月
か
ら
保
険
者
の
希
望
に
よ

る
「
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
請
求
前
の
資
格
確

認
」（
以
下「
請
求
前
資
格
確
認
」と
い
う
。）（
※
）

を
実
施
し
て
お
り
、
支
払
基
金
か
ら
保
険
者
へ

レ
セ
プ
ト
を
請
求
す
る
前
の
原
審
査
段
階
で
、

資
格
関
係
誤
り
レ
セ
プ
ト
を
保
険
医
療
機
関
等

へ
返
戻
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
た
め
、
資

格
関
係
誤
り
に
係
る
再
審
査
請
求
が
大
幅
に
減

少
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
に
つ
い
て
は
、
平
成
29
年

度
に
比
べ
約
17
万
件
（
平
成
29
年
度
比
▲

7
・
9
％
）
減
少
し
、
約
1
9
9
万
件
と
な
っ

て
い
ま
す
。

特集

１
平
成
30
年
度 

資
格
関
係

誤
り
レ
セ
プ
ト
の
発
生
状
況

※
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
電
子
レ
セ
プ
ト

に
つ
い
て
、
支
払
基
金
か
ら
保
険
者
へ
請
求
す
る
前

に
、
保
険
者
に
お
い
て
受
給
者
資
格
を
点
検
し
、
不

備
の
あ
る
レ
セ
プ
ト
を
当
該
処
理
月
に
お
い
て
保
険

医
療
機
関
等
へ
返
戻
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
し
く

み
。
こ
れ
に
よ
り
、
以
前
は
保
険
医
療
機
関
等
に
不

備
の
あ
る
レ
セ
プ
ト
が
返
戻
さ
れ
る
ま
で
3
か
月
以

上
か
か
っ
て
い
た
も
の
が
、
保
険
医
療
機
関
等
か
ら

の
提
出
の
翌
月
に
返
戻
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

理
由
別
の
発
生
状
況
に
つ
い
て（
図
２
）

　
発
生
理
由
と
し
て
最
も
多
い
の
は
、「
資
格
喪

失
後
の
受
診
」
で
平
成
29
年
度
に
お
い
て
は
約

94
・
７
万
件
、平
成
30
年
度
に
お
い
て
は
約
99
・

８
万
件
と
、
全
体
の
約
４
割
か
ら
５
割
を
占
め

て
い
ま
す
。
次
に
多
い
の
は
「
記
号
・
番
号
の

誤
り
」
で
平
成
29
年
度
に
お
い
て
は
約
28
・
２

万
件
、
平
成
30
年
度
に
お
い
て
は
約
20
・
８
万

件
と
、
全
体
の
約
１
割
を
占
め
て
お
り
、
こ
れ

ら
２
項
目
で
全
体
の
約
６
割
を
占
め
て
い
ま
す
。

発
生
防
止
の
取
組
状
況
に
つ
い
て（
図
３
）

　
支
払
基
金
で
は
、
例
年
、
資
格
関
係
誤
り
レ

セ
プ
ト
発
生
防
止
強
化
月
間
を
設
定
し
て
お
り
、

平
成
30
年
度
に
お
い
て
も
誤
り
の
発
生
件
数
が

多
い
全
国
の
保
険
医
療
機
関
等
（
４
６
９
保
険

医
療
機
関
等
）
を
対
象
に
訪
問
懇
談
等
を
実
施

し
、
誤
り
の
発
生
防
止
の
た
め
、
窓
口
で
の
被

保
険
者
証
等
の
確
認
の
励
行
を
お
願
い
す
る
と

と
も
に
、
発
生
防
止
の
た
め
の
取
組
に
つ
い
て

も
聞
き
取
り
を
行
い
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
資
格
関
係
誤
り
レ
セ
プ
ト
発
生

防
止
の
た
め
の
取
組
と
し
て
は
、「
受
診
の
都
度

の
被
保
険
者
証
等
の
確
認
」
や
「
入
院
患
者
の

退
院
時
に
再
度
の
被
保
険
者
証
等
の
確
認
」
や

「
カ
ル
テ
や
レ
セ
プ
ト
作
成
時
の
確
認
」
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
を
通
じ
た
取
組
を
行
っ

て
い
る
保
険
医
療
機
関
等
は
、
資
格
関
係
誤
り

レ
セ
プ
ト
が
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
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その他
発生件数率（右目盛）

0.8

108

25

49

33

0.197%

0.8

92

25

47

34

0.177%

発生件数が最も多い平成22 年度と比較すると
 減少件数　▲215 万件
 減少率　　▲52％

図1●資格関係誤りレセプト発生件数状況（年度別・管掌別の推移）

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

発生件数 399万件 414万件 362万件 269万件 247万件 231万件 221万件 226万件 216万件 199万件

対前年度増減件数 12万件 15万件 ▲52万件 ▲93万件 ▲22万件 ▲16万件 ▲11万件 5万件 ▲10万件 ▲17万件

対前年度増減率 3.0% 3.7% ▲12.6% ▲25.6% ▲8.2% ▲6.4% ▲4.6% 2.3% ▲4.3％ ▲7.9％

注１　発生件数率は、資格関係誤りレセプト発生件数を取扱件数で除した割合（％）です。
注２　管掌別に発生件数を算出しているため、発生件数の合計と一致しない場合があります。

図２●資格関係誤りレセプトの理由別発生件数比（平成29年度・30年度）

0 50 100 150 200 250

■資格喪失後の受診
■記号・番号の誤り
■本人・家族の誤り

■患者名・性別・生年月日の誤り
■旧証によるもの
■その他

全
管
掌
分

対前年度減少件数　 ▲17.1万件
対前年度減少率　　 ▲7.9％

（万件）

94.7万件

4.8万件（▲68.7%） 4.2万件（▲15.9%）

49.3万件28.2万件 23.4万件

15.3万件 5.0万件

平成30年度　198.8万件

平成29年度　215.9万件

構成比

構成比 50.2% 10.5% 8.2%
2.4% 2.1%

26.7%

43.9% 13.1% 10.8% 7.1% 2.3% 22.8%

99.8万件
（＋5.4％）

53.0万件
（＋7.5％）

20.8
万件

（▲26.3％）　 

16.2
万件

 　（▲30.6％）

注１　平成30年度の件数の下段（　）の数字は、前年度に対する増減率です。
注２　資格関係誤りレセプトの理由別に件数、増減率、構成比を算出しているため、合計と一致しない場合があります。

令和元年度　資格関係誤りレセプトの発生防止に向けて
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資
格
関
係
誤
り
レ
セ
プ
ト
の
発
生
防
止
に
向

け
て
、
保
険
医
療
機
関
等
お
よ
び
保
険
者
等
の

皆
さ
ま
へ
次
の
事
項
に
つ
き
ま
し
て
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
保
険
医
療
機
関
等
の
皆
さ
ま
へ
）

①
　
患
者
受
診
時
の
被
保
険
者
証
等
の
確
認

②
　
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
医
療
費
助
成

事
業
の
医
療
費
受
給
者
証
と
被
保
険
者
証
の

有
効
期
限
や
住
所
等
の
確
認

③
　
患
者
資
格
情
報
の
医
事
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

へ
の
確
実
な
入
力
と
確
認

④
　
カ
ル
テ
や
レ
セ
プ
ト
作
成
時
の
確
認

⑤
　
誤
り
レ
セ
プ
ト
返
戻
時
の
カ
ル
テ
等
の
確

認
・
整
備

（
保
険
者
等
の
皆
さ
ま
へ
）

①
　
保
険
医
療
機
関
等
受
診
時
に
被
保
険
者
証

等
の
提
示
に
係
る
被
保
険
者
等
へ
の
周
知

②
　
資
格
喪
失
後
の
被
保
険
者
証
の
早
期
回
収

③
　
保
険
者
の
統
廃
合
等
に
伴
う
旧
被
保
険
者

証
等
の
回
収
と
新
被
保
険
者
証
等
の
早
期
発

行
④
　
医
療
費
助
成
事
業
の
医
療
費
受
給
者
証
の

有
効
期
限
の
確
認
に
係
る
受
給
者
へ
の
周
知

⑤
　
①
、
②
、
③
お
よ
び
④
に
つ
い
て
、
保
険

者
等
の
広
報
誌
等
に
よ
る
周
知

　
支
払
基
金
で
は
、
平
成
30
年
度
に
お
い
て
保

険
者
の
要
望
に
応
じ
て
訪
問
懇
談
を
実
施
し
、

請
求
前
資
格
確
認
の
概
要
、
メ
リ
ッ
ト
お
よ
び

実
施
状
況
の
説
明
に
努
め
ま
し
た
。

　
請
求
前
資
格
確
認
を
実
施
い
た
だ
い
た
保
険

者
の
皆
さ
ま
か
ら
実
施
後
の
感
想
を
平
成
29
年

度
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
８
割
を
超
え
る
保
険
者

の
皆
さ
ま
か
ら
、
再
審
査
事
務
作
業
の
軽
減
等

の
「
効
果
が
得
ら
れ
た
」
と
の
回
答
を
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。（「
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
請
求

前
の
資
格
確
認
」
の
ご
案
内 

本
誌
Ｐ
13
〜
16

参
照
）

　
国
に
よ
る
「
医
療
保
険
の
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
」
に
つ
い
て
は
、
2
0
2
1
年
3
月
頃
か

ら
の
運
用
開
始
が
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

支
払
基
金
が
実
施
し
て
い
る
「
オ
ン
ラ
イ
ン
に

図３●保険医療機関等における資格関係誤り防止のための取組状況等

●カルテ又はレセプトの作成誤り防止のための取組

●被保険者証等の確認に係る取組

・受付担当職員へ資格確認の徹底を連絡している。

・月に複数回被保険者証等の確認を行っている。

・被保険者証等の変更がないか声かけを行っている。

・被保険者証等の提示についてのポスターを掲示している。

・前回の受診から２か月経過後は、自動再来受付機による受付
ではなく窓口受付としている。

・自動再来受付機での受付時に被保険者証等を提示する旨の
メッセージが表示されるようにしている。

・ 被保険者証等の確認は、当初入院窓口が1か所であったとこ
ろを、入院棟各階において、確認を実施するようにした。

・入院患者については、退院時に再度被保険者証等を確認して
いる。

・被保険者証等確認の際に患者の電話番号を登録し、連絡先の
確保に取り組んでいる。

・被保険者証等を忘れた場合（有効期限が切れている場合）は自
費とし、後日被保険者証等の持参時に返還している。

・受付時に担当者が被保険者証等により情報を入力後、別の者
が確認している。（2名以上で確認）

・ 患者に承諾を得た上で被保険者証等をコピーし、確認してい
る。

・レセプトチェックのソフトを購入して、資格確認のチェック
をしている。

・カルテに「被保険者証等確認」欄を設けてチェックしている。 

令和元年度　資格関係誤りレセプトの発生防止に向けて

2
資
格
関
係
誤
り
レ
セ
プ
ト
の

発
生
防
止
に
向
け
て

よ
る
請
求
前
の
資
格
確
認
」
を
利
用
し
た
い
等

の
ご
要
望
が
あ
れ
ば
、
最
寄
り
の
支
払
基
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支

部
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
支
払
基
金
で
は
、
資
格
関
係
誤
り
レ
セ
プ
ト

の
発
生
防
止
に
向
け
て
、
今
後
と
も
関
係
者
の

皆
さ
ま
に
対
す
る
働
き
か
け
を
継
続
し
て
い
く

こ
と
と
し
て
い
ま
す
の
で
、引
き
続
き
ご
理
解
・

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

3
請
求
前
資
格
確
認
の
ご
案
内
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令和元年度　資格関係誤りレセプトの発生防止に向けて

「オンラインによる請求前の資格確認」のメリット

メリット

メリット

事務処理負担の軽減

立替払いの減少・防止

2

資格誤りレセプトの再審査
事務作業が軽減されます。

診療報酬等と事務費を一旦支
払ってから数か月後に精算さ
れることを防ぐことができます。

医療機関等との電話連絡等
作業が減少します。

・資格誤りレセプトに対する立替払いがなくなった。（特に入院
分などの高額なレセプトについて効果があるとの感想）

・医療機関等において、早期に資格誤りが判明するため、保険
者に対する被保険者等の資格に関する問い合わせが減少した。

・再審査等請求内訳票等の作成が不要となった。
・早期に医療機関等に返戻されることから、実施前より同一被

保険者の資格誤り件数が減少した。（※1）

保険者の皆さま
からの感想

保険者の皆さま
からの感想

保険者の皆さま
からの感想

1

2

※　資格情報とは、患者氏名、保険者番号、記号・番号および請求点数等の情報になります。

　医療機関等から提出された電子レセプトについて、支払基金から保険者へ請求する前に、保険者において、
患者氏名等の「資格情報」を点検していただき、「資格情報」に不備が確認された場合には、当該処理月に
医療機関等に返戻するしくみです。

保険者の皆さまへ

「オンラインによる請求前の資格確認」の流れ

「オンラインによる請求前の資格確認」とは1

「オンラインによる請求前の資格確認」のご案内

申込み保険者の
登録

資格情報
ファイル

資格情報
ファイル

返戻情報
ファイル

結果情報
ファイル

①請求前資格確認
の申込み

翌月８日に電子レセプトを配信

翌月５日以降にダウンロード
又は返戻紙レセプト到着

②資格情報ファイル
の配信

電子レセプト
の請求

返戻レセプト
の送付

③返戻情報ファイル
の送信

結果情報
ファイル

電子
レセプト

電子
レセプト

返戻
ファイル返戻紙

レセプト

④結果情報ファイル
の配信

返戻情報
ファイル

資格確認運用期間※

毎月15日～25日

翌月８日
～月末

資格情報
確認資格情報

作成

返戻設定

結果情報
作成

返戻情報
作成

オンライン

オンライン・電子媒体

オンライン・紙レセプト

※ 運用期間については、基本的な日程を示しています。

毎月10日までに請求（オンラ
インの訂正分は12日まで）

医療機関等 支払基金 保険者

月刊基金 October 201913



令和元年度　資格関係誤りレセプトの発生防止に向けて

システムの改修と費用対効果

「オンラインによる請求前の資格確認」の申込状況

メリット 再請求の迅速化

3

4

　迅速に医療機関等から正しいレセプトが提出されることにより、保険者へ早期にレセプトが届きます。
これにより、被保険者等に係る医療費（診療報酬等）の確定が早くなります。

約4割の保険者において、システム改修を行わず、汎用ア
プリケーション等（Excel、Access）を活用し、請求前の
資格確認を行っているとの回答をいただきました。

システム改修を実施した約８割の保険者の
皆さまから、システム改修による費用対効
果が得られたとの回答をいただきました。

・再審査を支払基金へ申出する時の経費が削減できた。
　（レセプト印刷時の用紙代や郵送時に掛かる切手代等の費用）
・翌月に支払う診療報酬等が概算であるが把握できるようになった。（※２）
・請求前資格確認の実施により、システムマッチングにおいて対応ができるようになった。
・前倒しで資格返戻の処理が可能となり、他の作業に労力の振り分けが可能となった。
・資格喪失後の受診が請求前資格確認時に確認できるので、証の未回収者への早期対応が可能となった。
・資格誤りレセプトが早期に返付されることについて医療機関等から感謝された。

3

※１　資格誤りレセプトを早期の段階（保険者への請求前）で医療機関等へ返戻しますので、医療機関等において、請求月の翌月には当該レセプトの確認およ
び訂正が可能となります。

　　　これにより、翌月診療分から正しいレセプトが提出されるようになるため、資格誤りレセプトそのものが減少します。
※２　請求前の資格確認では、電子レセプトから資格情報ファイルを作成し、保険者へ配信します。この資格情報ファイルには「請求点数」が記録されていま
すので、次月に支払うこととなる診療報酬等額の概算などに活用できます。

注１　保険者数は、平成31年4月1日に支払基金と契約している保険者の窓口数を表
します。

注２　申込保険者数は、 平成31年4月に請求前の資格確認の申込をしている保険者の
窓口数を表します。

注３　請求前の資格確認の申込をしている保険者を「申込組合」、申込をしていない保
険者を「未申込組合」と表します。

注４　協会けんぽは、47支部すべてで請求前の資格確認を実施しています。

　請求前の資格確認を実施している保険者のうち、平成29年度に25の保険者を訪問させていただき、シ
ステム改修の有無と費用対効果について伺いました。

●システム改修の有無

健保組合（1,545組合） 共済組合（1,013組合） 全保険者（2,605保険者）

保険者数 割合
申込健保組合 703 27.0%
未申込健保組合 842 32.3%
申込共済組合 251 9.6%
未申込共済組合 762 29.3%
協会けんぽ 47 1.8%

合　計 2,605 100.0%

費用対効果（システム改修ありとした保険者）
効果あり 効果なし まだ分からない 回答なし
5 保険者 0 保険者 1 保険者 0 保険者

システム改修
改修あり 改修なし 回答なし
6 保険者 11 保険者 8 保険者

703842
251

762 1,0011,604

申込健保組合
45.5%

未申込健保組合
54.5%

申込共済組合
24.8%

申込保険者
38.4%

未申込共済組合
75.2%

未申込保険者
61.6%

■申込健保組合　　■未申込健保組合 ■申込共済組合　　■未申込共済組合 ■申込保険者　　■未申込保険者

保険者の皆さまからのそのほかの感想
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令和元年度　資格関係誤りレセプトの発生防止に向けて

資格返戻件数および金額の比較5
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平成30年
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31年
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1000128
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116
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21

225

29

224

61
15

263

34

307

74

31

85

298

25

120

238

（件） （千円）請求前の資格確認の初
回実施月と実施月後を
比較すると、資格返戻
件数の減少率が最大で
▲51.2 ％（▲309件）
となっています。
再審査においては、▲
71.8％（▲107件）と
なっています。
資格返戻件数について
は、大幅な減少効果が
見られます。

3,674

3,2303,231

6,763

1,883

3,074

3,486
3,168 3,015

3,689
421

31 34

111
42

原審査資格返戻件数
再審査資格返戻件数
請求前資格確認返戻件数
返戻金額合計604
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0
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132

25
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127

16

139

107
107

24

92

18

105

18

131

16

144

（件） （千円）

723
861

1,104
1,000

1,975

1,600

768

1,095

2,487

3,391

29
12 15

原審査資格返戻件数
再審査資格返戻件数
返戻金額合計

実施保険者と同規模の未実施保険者について、同時期の資格返戻件数の減少
率を比較すると、資格返戻件数の減少率が▲15.3％（▲22件）となってい
ます。再審査においては、▲15.7％（▲20件）となっています。
資格返戻件数については、あまり減少が見られません。

17

144

122

注１　資格返戻件数と再審査資格返戻件数には紙レセプトによる返戻件数を含みます。
注２　グラフ上の年月は、医療機関等から請求されたレセプト（原審査）および保険者から再審査請求されたレセプト（再審査）を返戻処理した年月を表します。

注１　資格返戻件数と再審査資格返戻件数には紙レセプトによる返戻件数を含みます。
注２　グラフ上の年月は、医療機関等から請求されたレセプト（原審査）および保険者から再審査請求されたレセプト（再審査）を返戻処理した年月を表します。

●請求前の資格確認実施保険者 医科歯科調剤計

医科歯科調剤計●請求前の資格確認未実施保険者

月刊基金 October 201915



令和元年度　資格関係誤りレセプトの発生防止に向けて

資格関係誤りレセプトの流れ6

※１　資格関係誤りのあるレセプトは、一旦保険者へ請求することになります。
※２　正しいレセプトは、当初医療機関等から提出された月の4か月後に届きます。
※３　保険者が再審査請求するまでの間は、診療報酬等の立替払いが続きます。

※１　資格関係誤りのあるレセプトは、医療機関等から提出された月の翌月に返戻します。
※２　正しいレセプトは、当初医療機関等から提出された月の2か月後に届きます。
※３　請求前の資格確認の実施前より、正しいレセプトの請求時期が2か月以上短縮されます。

●オンラインによる請求前の資格確認を実施していない場合（例）

●オンラインによる請求前の資格確認を実施している場合（例）

請求前の資格確認により、正しいレセプトが早期に届きます。

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

医療機関等

支払基金

保険者

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

医療機関等

支払基金

保険者

支払基金

❶医療機関等は、支払基金へ電子レセプ
トを提出します。
❷支払基金は、保険者へ翌月８日から10

日までに電子レセプトを配信します。
❸保険者は、支払基金へ資格関係誤りの

ある電子レセプトを再審査請求します。
❹支払基金は、医療機関等へ資格関係誤

りのある電子レセプトを返戻します。
❺医療機関等は、支払基金へ資格情報を

訂正した電子レセプトを再提出します。
❻4か月後に正しいレセプトが届きます。

❶医療機関等は、支払基金へ電子レセプ
トを提出します。
❷支払基金は、15日に保険者へ「資格情

報ファイル」を配信します。
❸保険者は、資格確認運用期間（15日か

ら25日頃）に支払基金へ「返戻情報
ファイル」を送信します。
❹保険者は、「返戻情報ファイル」を送信

した翌月の8日から月末までに「結果
情報ファイル」を取得します。
❺支払基金は、医療機関等へ資格関係誤

りのある電子レセプトを返戻します。
❻医療機関等は、支払基金へ資格情報を

訂正した電子レセプトを再提出します。
❼2か月後に正しいレセプトが届きます。

電子
レセプト

電子
レセプト

資格情報
ファイル
15日

結果情報
ファイル
８日〜月末

返戻情報
ファイル
15日〜
25日頃

電子
レセプト
（正）

電子
レセプト
（正）

電子
レセプト
（正）

電子
レセプト
（正）

電子
レセプト

電子
レセプト

電子
レセプト
（誤）

電子
レセプト
（誤）

電子
レセプト
（誤）

電子
レセプト
（誤）

再審査請求

1

1 6

2

5

5

2 6

7

3

3

4

4

※３

※２

※２

※１

※１

保険者により再審査請求する
　　時期は異なります　※３

◎支払基金ホームページでは、「オンラインによる請求前の資格確認」に係る届出関係や記録条件仕様などの情報
についても掲載しています。
ご不明な点がありましたら、所在する都道府県の支払基金支部へ照会願います。

◎支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp/）

　トップページ → 診療報酬の請求支払 → オンライン請求 
　→ 保険者・実施機関に係るオンライン請求 → 6.オンラインによる請求前の資格確認
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事例❶

医科

基礎 知識
今回は①:「慢性維持透析患者外来医学管理料に含まれる検査のうち、特例として算定を認められた検査を別に
算定した場合の「摘要」欄への「記載事項」について」②「電気的根管長測定検査の算定について」を掲載し
ます。

　慢性維持透析患者外来医学管理料に含まれる検査のうち、特例として算定を認められた検査を別に算定した場合の
「摘要」欄への「記載事項」については、平成30年3月26日付け厚生労働省通知保医発0326第5号「「診療報酬請求書
等の記載要領等について」等の一部改正について」の別表Ⅰに示されています。
【通知　平成30年3月26日付け厚生労働省通知保医発0326第5号】　
別表Ⅰ　診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧（医科）（抜粋）

※　「記載事項」欄における括弧書は、該当する場合に記載する事項であること。
※　「記載事項」欄の記載事項は、特に記載している場合を除き、「摘要」欄へ記載するものであること。

項番 区分 診療行為
名称等 記載事項 レセプト電算処理

システム用コード 左記コードによるレセプト表示文言

74 B001の
15

慢性維持
透析患者
外来医学
管理料

（慢性維持透析患者外来医学管理料に
含まれる検査であって特例として算定
を認められた検査を別に算定した場合）

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う
実施上の留意事項について」別添1第2
章第1部Ｂ001の15慢性維持透析患者
外来医学管理料の（10）のアからカま
でに規定するものの中から該当するも
のを選択して記載すること。

820100066

820100067

820100068

820100069

820100070

820100071

ア　出血性合併症患者の退院月翌月の月2回目
以後の末梢血液一般検査

イ　パルス療法施行時の月2回目以後のカルシ
ウム等の検査

ウ　副甲状腺切除を行った患者の月2回目以後
のカルシウム等の検査

エ　シナカルセト塩酸塩投与患者の月2回目以
後のカルシウム等の検査

オ　透析アミロイド症の月2回目以後のβ2－
マイクログロブリン検査

カ　デフェロキサミンメシル酸塩投与患者のア
ルミニウムの検査
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保険請求の基礎 知識

　本事例については、慢性維持透析患者外来医学管理料とカルシウム、無機リン及びリン酸を算定しています。
　慢性維持透析患者外来医学管理料の所定点数に含まれるカルシウム、無機リン及びリン酸を別に算定した場
合、通知の別表Ⅰ〔項番74〕に示されているとおり、「（略）別添1第2章第1部Ｂ001の15慢性維持透析患者
外来医学管理料の（10）のアからカまでに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。」とさ
れていることから、該当するものを選択して「摘要」欄に記載することとなりますので、ご留意ください。
　また、電子レセプトによる請求を行う場合、別表Ⅰにおいてレセプト電算処理システム用コードが記載され
た項目については、平成30年10月診療分以降、該当するコードを選択の上、請求することとなりますので併せ
てご留意ください。

【告示　平成30年3月5日付け厚生労働省告示第43号】

別表第一（抜粋）
　医科点数表
　　第2章　特掲診療料
　　　第1部　医学管理等
　　　　B001　特定疾患治療管理料
　　　　　15　慢性維持透析患者外来医学管理料　　　　2,250点

注2　第3部検査及び第4部画像診断のうち次に掲げるものは所定点数に含まれるものとし、また、区分番号
D026に掲げる尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査（Ⅰ）判断料、生化学的検査（Ⅱ）
判断料又は免疫学的検査判断料は別に算定できないものとする。
イ～ホ （略）
へ　血液化学検査

総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、（略）カリウム、カルシウム、鉄（Ｆe）、マグネシウム、無機リ
ン及びリン酸、総コレステロール、（略）

ト～ワ　（略）

【通知　平成30年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第1号】

別添1（抜粋）
　医科診療報酬点数表に関する事項
　　第2章　特掲診療料
　　　第1部　医学管理等
　　　　B001　特定疾患治療管理料
　　　　　15　慢性維持透析患者外来医学管理料

（1）～（9）（略）
（10）　下記のアからカまでに掲げる要件に該当するものとして、それぞれ算定を行った場合は、該当するもの

を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
ア　（略）
イ　副甲状腺機能亢進症に対するパルス療法施行時のカルシウム、無機リンの検査は、月2回以上実施する場合に

おいては、当該2回目以後の検査について月2回に限り、慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。
（略）

ウ　副甲状腺機能亢進症により副甲状腺切除を行った患者に対するカルシウム、無機リンの検査は、退院月の翌月か
ら5か月間は、月2回以上実施する場合においては、当該2回目以後の検査について慢性維持透析患者外来医学
管理料に加えて別に算定する。 （略）

エ　シナカルセト塩酸塩の初回投与から3か月以内の患者に対するカルシウム、無機リンの検査は、月２回以上実施す
る場合においては、当該2回目以後の検査について月2回に限り、慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別
に算定する。 （略）
オ～カ　（略）
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　本事例については、同一歯に電気的根管長測定検査が2回算定されています。平成30年3月5日付け保医発
0305第1号の通知に、「電気的根管長測定検査とは、電気的抵抗を応用して根管長を測定するものをいい、1
歯につき1回に限り所定点数を算定する。ただし、2以上の根管を有する歯にあっては、2根管目以上は1根管
を増すごとに所定点数に 15 点を加算する。」と示されていますので、ご留意ください。

【通知　平成30年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第1号】
別添２
　歯科診療報酬点数表に関する事項
　　第2章　特掲診療料
　　　第3部　検査
　　　　第1節　検査料

D000　電気的根管長測定検査
　電気的根管長測定検査とは、電気的抵抗を応用して根管
長を測定するものをいい、1歯につき1回に限り所定点数を算
定する。ただし、2以上の根管を有する歯にあっては、2根
管目以上は１根管を増すごとに所定点数に 15 点を加算する。

　電気的根管長測定検査の算定については、平成30年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第1号「診療報酬の算
定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」において、次のように示されています。

電
気
的
根
管
長
測
定
検
査
の
算
定
に
つ
い
て

事例❷

歯科
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審査情報提供事例
（歯科）を公表

　令和元年8月1日に開催した「第18回審査情報提供歯科検討委員会」において、3事例を選定し、第16次
審査情報提供事例として8月26日に公表しました。
　なお、これまでの公表分を含む全事例については、支払基金ホームページに掲載しています。

　審査支払機関における診療報酬請求に関する審査は、健康保険法、療養担当規則、診療報酬点数表及び関係諸通知
等を踏まえ各審査委員会の医学的・歯科医学的見解に基づいて行われています。
　一方、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼を確保するため、審査における一般的な取扱いについて広
く関係者に情報提供を行い、審査の透明性を高めることとしております。
　このため、平成16年7月に「審査情報提供検討委員会」、平成23年6月に「審査情報提供歯科検討委員会」を設置し、
情報提供事例の検討と併せ、審査上の一般的な取扱いに係る事例について、情報提供を行ってまいりました。
　今後とも、当該委員会において検討協議を重ね、提供事例を逐次拡充することとしておりますので、関係者の皆様
のご参考となれば幸いと考えております。
　なお、情報提供する審査の一般的な取扱いについては、療養担当規則等に照らし、当該診療行為の必要性、用法・
用量の妥当性などに係る医学的・歯科医学的判断に基づいた審査が行われることを前提としておりますので、本提供
事例に示された適否が、すべての個別診療内容に係る審査において、画一的あるいは一律的に適用されるものではな
いことにご留意ください。

審査情報提供事例について

第16次審査情報提供事例（歯科）

Topics 

支払基金ホームページ  https://www.ssk.or.jp/
トップページ → 診療報酬の審査 → 審査情報提供事例

支払基金

診療項目 事例 取扱い 取扱いを定めた理由 留意事項

画像診断

５８
歯科用３次元
エックス線断
層撮影

　原則として、顎変形症に対して歯
科用3次元エックス線断層撮影の算
定を認める。

　顎変形症に対する診断や治療計画を立
案する上で、顎骨や顎関節の形態等を3
次元で把握するために歯科用3次元エッ
クス線断層撮影の画像情報が有用な場合
がある。

　

処置 ５９
咬合調整③

　原則として、歯の鋭縁に対して咬
合調整の算定を認める。

　歯の鋭縁が接触した場合に、歯又は歯
周組織に対する過重圧がかかるため、こ
れらの部位に対する負担を軽減するため
に咬合調整を行う必要が臨床上あり得る
ものと考えられる。

処置
６０
知覚過敏処置
②

　原則として、乳歯に対して知覚過
敏処置の算定を認める。

　乳歯については、解剖学的形態等によ
り象牙質知覚過敏症が発症することがあ
り、知覚過敏処置を行うことが必要とな
る場合がある。
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　　　　　　       〜支払基金の職員を紹介します〜クローズアップ 　　　　　　　　　　　　　　　

き
に
検
討
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
地
道
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
未
コ
ー
ド
化
傷
病
名
の
改
善
に
つ
い
て
は
、

「
傷
病
名
コ
ー
ド
の
統
一
の
推
進
に
つ
い
て
」

（
平
成
30
年
3
月
26
日
付
け
厚
生
労
働
省
保
険

局
医
療
課
事
務
連
絡
）
に
基
づ
き
、
傷
病
名
マ

ス
タ
ー
に
収
載
さ
れ
た
傷
病
名
を
使
用
す
る
よ

う
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
青
森
県
の
傷
病
名
レ

コ
ー
ド
に
占
め
る
未
コ
ー
ド
化
の
比
率
は
1
・

6
％
（
令
和
元
年
7
月
請
求
分
）
で
あ
り
、
約

3
万
レ
コ
ー
ド
が
未
コ
ー
ド
化
傷
病
名
と
し
て

請
求
さ
れ
て
い
ま
す
。
未
コ
ー
ド
化
傷
病
名
レ

コ
ー
ド
が
多
い
60
医
療
機
関
を
選
定
し
、
訪
問

懇
談
の
ほ
か
、
文
書
連
絡
や
電
話
に
よ
る
お
願

い
も
行
っ
て
い
ま
す
。
一
度
の
訪
問
で
終
わ
り

で
は
な
く
、
そ
の
後
の
経
過
を
確
認
し
、
き
め

細
か
い
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
医
療
機
関
へ
の
訪
問
懇
談
で
は
貴
重
な
休
み

時
間
を
割
い
て
話
を
聞
い
て
い
た
だ
く
こ
と
が

多
い
た
め
、
わ
か
り
や
す
く
簡
潔
な
説
明
を
心

が
け
て
い
ま
す
。
医
療
機
関
の
方
に
参
考
と
な

る
資
料
の
作
成
や
日
程
調
整
な
ど
準
備
に
は
多

く
の
時
間
を
費
や
し
ま
す
。
し
か
し
、
訪
問
懇

談
の
後
、
未
コ
ー
ド
化
傷
病
名
が
減
少
し
て
い

く
の
を
確
認
で
き
た
時
に
は
、
ご
協
力
い
た
だ

い
た
医
療
機
関
へ
の
感
謝
と
達
成
感
を
得
て
い

ま
す
。

　
仕
事
で
印
象
に
残
っ
た
出
来
事

　
一
つ
目
は
医
療
機
関
の
方
へ
電
話
で
連
絡
を

し
た
際
に
、
私
の
話
し
方
が
キ
ツ
イ
と
ご
指
摘

　
担
当
業
務
の
紹
介

　
私
の
所
属
す
る
管
理
係
の
主
な
業
務
内
容
は
、

医
療
機
関
・
保
険
者
等
の
登
録
関
係
業
務
、
出

産
育
児
一
時
金
に
関
す
る
業
務
、
未
コ
ー
ド
化

傷
病
名
改
善
に
関
す
る
業
務
、
地
方
単
独
医
療

費
助
成
事
業
に
関
す
る
業
務
、
収
納
管
理
関
係

業
務
で
す
。

　
今
年
度
か
ら
係
長
と
の
2
名
体
制
と
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
に
つ
い
て
主
な

担
当
を
定
め
、
お
互
い
フ
ォ
ロ
ー
し
あ
い
な
が

ら
適
正
な
処
理
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
仕
事
の
や
り
が
い

　
管
理
係
で
は
「
地
方
単
独
医
療
費
助
成
事
業

の
受
託
拡
大
」
と
「
未
コ
ー
ド
化
傷
病
名
改

善
」
の
取
組
み
の
一
環
と
し
て
、
毎
年
、
夏
か

ら
秋
に
か
け
て
自
治
体
や
医
療
機
関
へ
訪
問
懇

談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
結
果
、
青
森
県
の
地
方
単
独
医
療
費
助

成
事
業
の
受
託
状
況
は
、
乳
幼
児
医
療
が
今
年

の
４
月
診
療
分
か
ら
県
内
す
べ
て
の
自
治
体
を
、

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
は
８
月
診
療
分
か
ら
二
つ

の
自
治
体
を
除
き
受
託
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。

　
今
年
度
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
の
受
託
拡

大
に
向
け
、
未
受
託
の
二
つ
の
自
治
体
を
訪
問

し
、
制
度
や
受
託
の
メ
リ
ッ
ト
な
ど
を
ご
案
内

し
て
い
ま
す
。
契
約
や
請
求
方
法
は
乳
幼
児
医

療
と
同
様
の
た
め
、
昨
年
度
以
降
の
変
更
点
や

県
内
の
受
託
状
況
等
を
中
心
に
説
明
し
、
前
向

を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
普
通
に

話
し
て
い
る
つ
も
り
で
し
た
が
、
仕
事
に
追
わ

れ
口
調
が
荒
く
な
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
以
来
、
言
葉
遣
い
に
は
細
心
の
注
意
を

払
っ
て
い
ま
す
。

　
二
つ
目
は
福
島
支
部
か
ら
転
勤
し
て
今
の
部

署
に
配
属
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
審
査
事
務
に
関

わ
る
部
署
以
外
に
配
属
さ
れ
た
こ
と
が
初
め
て

だ
っ
た
た
め
新
人
に
戻
っ
た
気
分
で
し
た
。
帰

宅
中
に
自
宅
を
通
り
過
ぎ
た
こ
と
や
全
身
に
蕁

麻
疹
が
出
た
こ
と
が
あ
り
、
慣
れ
な
い
仕
事
で

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
今
は
、
人
数
が
少
な
い
か
ら
こ
そ
幅
広
い

業
務
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
機
会
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。

　
休
日
の
過
ご
し
方

　
わ
が
家
の
前
に
は
陸む

奥つ

湾わ
ん

が
広
が
っ
て
い
ま

す
。
休
日
に
愛
犬
と
散
歩
を
す
る
こ
と
で
良
い

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
年
の
４

月
頃
、
散
歩
中
に
ホ
タ
テ
漁
師
か
ら
袋
い
っ
ぱ

い
の
ホ
タ
テ
を
、

ま
た
、
５
月
に

も
別
の
漁
師
か

ら
ホ
タ
テ
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

人
の
温
さ
と
や

さ
し
さ
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

きめ細かい訪問懇談と
フォローアップに、やりがいを実感

青森支部 管理課管理係
平成14年4月1日入所堀 文比古
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令和元年6月審査分の審査状況（医科歯科計）

　令和元年6月審査分の原審査および再審査の状況と、それぞれの時系列推移の概要です。   
　原審査の査定件数は69万件（対前年増減率▲9.9%）、査定点数は3億1,114万点（同▲4.4%）となっています。
　一方、保険者からの申出による再審査の査定件数は18万件（同▲9.4%）、査定点数は6,088万点（同▲16.2%）
となっています。
　支払基金における審査状況の詳細は、支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp/）からご覧いただけます。

処理区分

全管掌

件数 請求1万件
当たり件数

対前年増減率（％）

件数 請求1万件
当たり件数

請求 62,225,181 － 2.1 －
査定 689,293 110.8 ▲ 9.9 ▲ 11.7

単月点検分 471,402 75.8 ▲ 13.2 ▲ 15.0
突合点検分 112,954 18.2 ▲ 0.4 ▲ 2.5
縦覧点検分 104,937 16.9 ▲ 3.2 ▲ 5.2

全管掌

点数 請求1万点
当たり点数

対前年増減率（％）

点数 請求1万点
当たり点数

118,055,463,756 － 2.5 －
311,135,442 26.4 ▲ 4.4 ▲ 6.7
250,735,027 21.2 ▲ 5.1 ▲ 7.4
31,941,409 2.7 ▲ 0.1 ▲ 2.5
28,459,006 2.4 ▲ 2.9 ▲ 5.2

●原審査

●再審査

処理区分

全管掌

件数 請求1万件
当たり件数

対前年増減率（％）

件数 請求1万件
当たり件数

保
険
者

原審どおり 491,280 76.8 ▲ 16.0 ▲ 19.1
査定 184,197 28.8 ▲ 9.4 ▲ 12.7

単月点検分 87,910 13.7 ▲ 5.9 ▲ 9.3
突合点検分 43,929 6.9 ▲ 15.1 ▲ 18.2
縦覧点検分 52,358 8.2 ▲ 9.8 ▲ 13.1

審査返戻 2,687 0.4 ▲ 15.5 ▲ 18.6
医
療
機
関

原審どおり 15,030 2.3 ▲ 14.0 ▲ 17.2
査定 7,662 1.2 ▲ 3.0 ▲ 6.5

資
格
返
戻
等

資格返戻 104,870 16.9 ▲ 0.1 ▲ 2.2
事務返戻 16,538 2.7 1.6 ▲ 0.5
その他 46,389 7.5 1.1 ▲ 1.0

全管掌

点数 請求1万点
当たり点数

対前年増減率（％）

点数 請求1万点
当たり点数

－ － － －
60,880,899 5.1 ▲ 16.2 ▲ 19.4
29,894,324 2.5 ▲ 15.2 ▲ 18.4
11,751,702 1.0 ▲ 21.9 ▲ 24.8
19,234,873 1.6 ▲ 14.0 ▲ 17.3
49,167,847 4.1 ▲ 17.0 ▲ 20.1

－ － － －
▲ 12,490,007 ▲ 1.0 ▲ 3.5 ▲ 7.1

320,252,461 27.1 7.8 5.2
75,741,866 6.4 18.4 15.5

663,677,740 56.2 6.0 3.4

用語の説明
請　　求 医療機関から請求があったレセプトのうち、保険者等へ請求したもの
原 審 査 医療機関から請求があったレセプトに対する審査
再 審 査 原審査後のレセプトに、保険者又は医療機関が再度の審査を申し出たものに対する審査
査　　定

原審査 原審査において査定したもの
再審査 再審査の結果、診療内容について保険者又は医療機関からの申出により査定したもの

単月点検 明細書１件単位の審査

突合点検 医科・歯科レセプトと調剤レセプトを照合した審査
（医科・歯科レセプトと調剤レセプトを照合した結果、査定となった調剤レセプトの件数・点数を含む）

縦覧点検 複数月単位の審査（入院レセプトと外来レセプトを照合した審査＝入外点検を含む）
資格返戻 保険者から受給資格がないとの申出があり、医療機関に返戻照会したもの
事務返戻 保険者からの申出のうち、事務内容について医療機関に返戻照会したもの
そ の 他 医療機関からの取り下げ依頼等によるもの
請求1万件（点）当たり件数（点数）

原審査 原審査請求件数（点数）に対する原審査査定件数（点数） のもの
再審査 4 ～ 6か月前平均原審査請求件数（点数）に対する再審査査定件数（点数） のもの

※記号の説明    「－」は掲げる計数がないもの、「▲」は負数のもの

（件）

（件）

（点）

（点）

支払基金における審査状況

トップページ → 統計情報 → 審査統計支払基金 検 索

28月刊基金 October 2019



原審査請求件数・点数の推移（医科歯科計）

原審査査定件数・点数の推移（医科歯科計）

請求件数

請求１万件当たり原審査査定件数

請求点数

請求１万点当たり原審査査定点数

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
審査月

7,100

5,300

5,600

5,900

6,200

6,500

6,800

（万件）

5,920

6,356

6,764

5,730

対前年増減率　＋2.1%
対前月増減率   ▲2.1%

6,995

6,037

6,093

6,223

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
審査月

110.0

117.0

124.0

131.0

138.0

145.0

（件）
152.0

103.0

123.8

149.1

113.0

 対前年増減率 ▲11.7%
対前月増減率　▲1.6%

112.6

103.9

125.5

121.5

110.8

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
審査月

29.0

32.0

33.0

34.0

35.0

36.0
（件）

34.2
34.5

29.6

34.1

31.631.0

30.0

33.0

34.2

28.8
28.0

対前年増減率 ▲12.7%
対前月増減率　▲2.9%

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
審査月

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300
（億点）

1,174

1,065

1,095

1,280

1,240

1,152

1,128

1,181

対前年増減率　＋2.5%
対前月増減率   ＋0.5%

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
審査月

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0
（点）

26.4

27.1

28.8

28.3

25.7
25.0

28.8

28.2

26.4 対前年増減率　▲6.7%
対前月増減率　▲0.2%

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
審査月

4月

5.5

5.7

5.9

6.1

6.3

6.5
（点）

5.3

5.1

対前年増減率 ▲19.4%
対前月増減率   ▲3.2%

5.2

6.4

5.9

6.1

5.8

6.3

6.0

5.1

再審査査定（保険者）件数・点数の推移（医科歯科計）

請求１万点当たり再審査査定点数請求１万件当たり再審査査定件数

令和元年度    　　　平成30年度　　　　 平成29年度
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10,000

9,500

9,000

8,500

8,000

7,500

7,000

10,500

10,000

9,500

9,000

8,500

8,000

11,000

27年 28年 29年
6月 月 5月 月6月6 月7 月8 月 月9 10 月11 月12 1

30年
月 2月 3月 4  月 5  月 6  月 7  月

10,500 11,500

（万件） （億円）

8月 9月 月106 月11 12月 1
31年
月 2月 3月

12,00011,000

4月
元年

合 計 医科 歯科 調剤 食事・生活療養費 訪問

金額 前月比 前年
同月比 金額 前年

同月比 金額 前年
同月比 金額 前年

同月比 金額 前年
同月比 金額 前年

同月比
百万円 ％ ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

協会けんぽ 468,789 102.6 104.6 332,096 104.3 49,913 103.1 83,790 106.7 1,608 100.3 1,383 112.5 

船員保険 1,582 104.3 103.5 1,165 103.6 136 98.0 268 105.8 10 104.2 4 111.5 

共済組合 82,302 102.7 101.3 56,777 100.8 9,413 100.3 15,612 103.9 232 95.9 269 111.3 

健保組合 290,549 103.4 100.2 199,886 99.8 35,258 99.1 53,750 102.2 772 95.9 883 111.6 

医療保険合計 843,222 102.9 102.7 589,923 102.4 94,719 101.3 153,419 104.8 2,622 98.6 2,539 112.0 

各法合計 217,721 99.1 102.8 158,278 102.9 9,605 104.4 38,810 100.7 6,008 100.2 5,020 116.6 

総計 1,060,944 102.1 102.7 748,202 102.5 104,323 101.6 192,230 103.9 8,630 99.7 7,559 115.0 

合 計 医科 歯科 調剤 食事・生活療養費 訪問

件数 前月比 前年
同月比 件数 前年

同月比 件数 前年
同月比 件数 前年

同月比 件数 前年
同月比 件数 前年

同月比
千件 ％ ％ 千件 ％ 千件 ％ 千件 ％ 千件 ％ 千件 ％

協会けんぽ 40,104 102.2 104.3 21,345 103.8 5,871 106.0 12,861 104.5 299 101.8 26 116.1 

船員保険 110 99.0 98.8 59 98.5 15 101.3 36 98.4 1 105.3 0 95.4 

共済組合 8,419 102.7 101.4 4,503 100.9 1,219 102.4 2,692 101.8 51 97.9 5 110.6 

健保組合 28,547 103.4 99.9 15,068 99.3 4,352 101.1 9,109 100.1 170 97.3 18 113.9 

医療保険合計 77,179 102.7 102.3 40,975 101.8 11,456 103.7 24,699 102.5 521 99.9 49 114.7 

各法合計 18,836 103.0 113.2 10,054 113.3 1,877 116.1 6,807 112.2 181 101.2 98 117.1 

総計 96,016 102.7 104.3 51,029 103.9 13,333 105.3 31,506 104.5 702 100.2 147 116.3 

（注1）数値は、突合点検による原審査結果を反映したものである。
（注2）百万円未満四捨五入のため、合計および総計が一致しない場合がある。

診療報酬等確定件数・金額の詳細情報については、支払基金ホームページからご覧いただけます。
（支払基金ホームページ　https://www.ssk.or.jp/→統計情報→確定状況）

（注1）合計欄は、食事・生活療養費を除く件数とその対比である。  
（注2）千件未満四捨五入のため、合計および総計が一致しない場合がある。        

 

　令和元年6月診療分の確定件数は、総計で9,602万件
（前年同月比4.3％増）です。そのうち、医療保険合計は
7,718万件（同2.3％増）です。
　確定金額は、総計で1兆609億円（同2.7％増）です。
そのうち、医療保険合計は8,432億円（同2.7％増）です。

診療報酬等確定件数・金額の月別推移

確定件数および金額の状況 診療報酬等確定状況

医療費の
動向

件数
金額

種別

管掌別

管掌別

種別

件数（令和元年6月診療分）

金額（令和元年6月診療分）
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1,150
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50,000

51,000

（点）
54,000
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800
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2

1

0

1
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1

0

1
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5
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600

700

800

900

1,000
（点）

28年11月 29年4月 10月 4月30年4月 10月 31年 6月元年
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640

660

680

700

1,100

1,200
（点）

28年11月 29年4月 10月 4月30年4月 10月 31年 6月元年

1日当たり点数
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4
2
0
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4

12
10

8
6

（％）

12
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1回当たり
点数の伸び率

1件当たり
点数の伸び率

3

2

1

0

2

1

3
（％）

28年11月 29年4月 10月 4月30年4月 10月 31年 6月元年
4

1件当たり

1日当たり
点数の伸び率

点数の伸び率

図4-2　調剤1件（回）当たり点数の伸び率（前年同月比）

図2-2　医科1件当たり点数の伸び率（前年同月比）

図2-1　医科1件当たり点数

図1-2　医科1日当たり点数の伸び率（前年同月比）

図1-1　医科1日当たり点数

図4-1　調剤1件（回）当たり点数

図3-2　歯科入院外1件（日）当たり点数の伸び率（前年同月比）

図3-1　歯科入院外1件（日）当たり点数

診療諸率の状況
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支払基金が受託している
医療費助成に係る事業内容の更新

　北海道、東京都、新潟県および福岡県の一部市町村が実施する医療費助成事業の審査支払事務（被用者保

険分）について受託しました。

　また北海道、茨城県、栃木県、神奈川県、新潟県、大阪府、福岡県、佐賀県、熊本県および大分県の一部

市町村が実施する医療費助成事業の事業内容に変更がありました。

　詳細につきましては、支払基金ホームページよりご覧ください。

医療費助成事業に係る審査支払業務の受託状況（令和元年 10月現在）

主な 3 事業について、全市町村分を受託

主な 3 事業について、一部事業又は一部市町村分を受託

主な 3 事業は未受託であるが、それ以外の事業で全市町村分又は
一部市町村分を受託

未受託

※主な 3 事業とは、乳幼児医療・ひとり親家庭医療・重度心身障害者医療
　それ以外の事業とは、特定疾患治療・小児慢性特定疾患治療・老人医療など

佐
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熊
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鹿
児
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福
岡
　
　 

大
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宮
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京
都 

　 

滋
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奈
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群
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神
奈
川

茨
城 

　
　   

千
葉

山口
島根     鳥取

広島     岡山

長崎

沖縄

愛媛      香川

高知      徳島

兵
庫 

　
　   

大
阪

和歌山

三重    愛知     静岡

       青森

秋田        岩手
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       福島

       栃木

       埼玉

       東京

新
潟

富
山

石
川

福
井

北海道

岐阜    長野　  山梨

左の2次元バーコードから支払基金のホームページにおいて医療費助成事業につ

いて掲載しているページをご覧いただくことができます。

また、次の手順でも同じページをご覧いただけます。

事業内容 → 医療費助成事業関係業務 → 支払基金が受託している医療費助成事業

https://www.ssk.or.jp/
支払基金
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information
理事会開催状況

プレスリリース発信状況

8月  1日 令和元年5月診療分の件数が前年同月比で2.2%増加　～前年度から増加するも伸びは落ち着き～ 

8月  5日 公益代表役員の再公募を実施   

8月26日 8月定例記者会見を開催   

  第16次審査情報提供事例（歯科）として3事例を追加   

 8月理事会は26日に開催され、議題は次のとおりでした。
議　題
　１　報告事項
　　⑴　審査事務の集約に向けた実証テストの実施結果
⑵　第16次審査情報提供（歯科）

２　定例報告
⑴　令和元年6月審査分の審査状況
⑵　令和元年8月審査分の特別審査委員会取扱状況
⑶　令和元年7月理事会議事録の公表

３　その他
　　人事院勧告

支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp/）新着状況

8月  1日 支部情報（各支部ページ）において「お知らせ」「診療報酬確定状況」「管掌別診療報酬等確定状況」を更新 

統計情報に確定状況及び収納状況（平成31年5月診療分）を追加   

  オンラインによる請求前資格確認のリーフレットを更新   

  役員名簿を更新   

8月  2日 平成30年度診療報酬改定関係通知を掲載   

8月  7日 保険者の異動について（2019年7月分）を掲載   

  第2回全国支払基金女性交流会を開催   

8月  8日 「第25回審査に関する支部間差異解消のための歯科検討委員会」及び「第18回審査情報提供歯科検討委員会」

を開催   

8月19日 令和元年度診療報酬改定に伴い、診療（調剤）報酬点数表、薬価基準及び材料価格基準が告示されたので、基

本マスター等を更新   

8月20日 月刊基金「令和元年8月号」を掲載   

8月21日 令和元年度診療報酬改定に伴う基本マスター（歯科診療行為）の変更予定を更新   

8月22日 令和元年度診療報酬改定関係通知を掲載   

8月23日 令和元年度診療報酬改定に伴う基本マスター（医薬品）の変更予定を更新   

8月26日 経過措置医薬品情報を更新   

8月30日 支部情報（各支部ページ）において「平成30年度事業概要」を更新   

  平成30年度診療報酬改定関係通知を掲載   

  令和元年度診療報酬改定関係通知を掲載   

  基本マスター（特定器材）を更新   

  令和元年度診療報酬改定に伴い公表した基本マスター（特定器材）を更新   

  未コード化傷病名コードで記録した傷病名に係る対応コードについて資料を掲載   


